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令和８年１０月から住宅宿泊事業（民泊）への対策を強化します

（１）東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例の改正

（２）監督体制の強化

期間の制限
条例違反者に対する
行政処分等の新設

違反者公表の
対象拡大

苦情電話受付窓口
（コールセンター）の開設

民泊施設の管理者常駐確認
等の現地調査

施行日は令和８年１０月１日

令和８年１０月以降、順次実施
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（１）条例改正 ①期間の制限

令和８年１０月１日以降の届出住宅は、家主居住型・不在型ともに平日の営業が完全に制限されます。

改正条例第１７条（住宅宿泊事業の実施の制限） ※既存施設は適用対象外

届出日 営業形態

営業日

月曜日～金曜日
土曜日、日曜日
祝日、年末年始

令和８年
９月３０日以前

家主居住型 〇 〇

家主不在型
△

※管理者が常駐しな
い場合は×

〇

令和８年
１０月１日以降

家主居住型 × 〇

家主不在型 × 〇
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（１）条例改正 ②条例違反者に対する行政処分等の新設

（条文抜粋）
区長は、住宅宿泊事業（住宅宿泊管理業）の適正な運営を確保するため必要があると
認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊事業者（住宅宿泊管理業者）に対
し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるよう指導し、及び
勧告することができる。

改正条例第１９条（指導及び勧告） ※既存施設も適用対象

改正条例第２０条（業務改善命令） ※既存施設も適用対象

（条文抜粋）
区長は、第１９条の指導及び勧告を受けた者が当該指導及び勧告に従わないときは、
その者に対し、相当の期間を定めて、第１９条の措置をとるべきことを命ずることが
できる。
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（１）条例改正 ③違反者公表の対象拡大

改正条例第２１条（違反者の公表） ※既存施設も適用対象

【改正前の違反者公表の対象】

➢ 住宅宿泊事業法第１５条の業務改善命令に従わなかった事業者

【改正後の違反者公表の対象】

➢ 法第１５条の業務改善命令に従わない者（事業者）
➢ 法第４１条第２項の業務改善命令に従わない者（管理業者）
➢ 改正条例第２０条の業務改善命令に従わない者（事業者又は管理業者）
➢ 法第１６条第１項の業務停止命令を受けた者（事業者）
➢ 法第１６条第２項の業務廃止命令を受けた者（事業者）
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（２）監督体制の強化 ①苦情電話受付窓口（コールセンター）

➢民泊の届出住宅に関する苦情

➢無届・無許可の営業疑い施設に関する苦情

受付内容

➢月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時

※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く

受付時間
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（２）監督体制の強化  ②民泊施設等の現地調査

無届・無許可の営業疑い施設についても、現地調査により実態を把握し、営業
者に対して行政指導・処分を行います。

•施設周辺の状況確認

• 標識の掲示状況確認

• 管理者の常駐確認

•緊急連絡先の稼働状況確認

•３０分以内の現地駆け付け対応確認

• 宿泊予約Ｗｅｂサイトの監視

民泊施設（届出住宅）に対する調査

全ての届出住宅に対して、
年１回以上の現地調査を実施

違反事実を確認した場合は、法律と
条例に基づき、指導・勧告を行い、従
わないときは行政処分を行います。



7

法令違反に対する行政指導・行政処分対象の一例

➢ 第３条第４項 変更届出の提出義務違反、又は虚偽の届出
➢ 第８条第１項 宿泊者名簿の備付け義務違反
➢ 第１３条 標識の掲示義務違反
➢ 第１４条 定期報告の提出義務違反、又は虚偽の報告

➢ 第１３条 苦情及び問合せへの対応等違反
 （⇒緊急連絡先の不通、３０分以内の現地駆け付け対応違反）

➢ 第１７条 管理者の常駐義務違反（平日の営業可能施設）
➢ 第１７条 平日の営業制限違反（土日祝日のみ営業可能施設）

現地調査等により違反事実を確認した場合は、法律と条例に基づき、
指導・勧告を行い、従わないときは行政処分を行います。

法律

区条例
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